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(57)【要約】
【課題】高温に耐えることができ、且つ、フレキシブル
で薄膜状の超音波センサを提供する。
【解決手段】振動子１０を、金属フィルムからなる下部
電極１１と、下部電極１１の上面に形成した薄膜状の圧
電素子１２と、圧電素子１２の上面に形成した薄膜状の
上部電極１３により構成した。この振動子１０を保護カ
バー３０内に収容し、押さえ材３２により振動子１０を
配管等１００側に付勢する。信号線２１は下部電極１１
に電気的に接続され、信号線２２は、押さえ材３２に接
続され、押さえ材３２を介して上部電極１３に電気的に
接続される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部電極と、この下部電極の上面の一部に形成した薄膜状の圧電素子と、この圧電素子
の上面に形成した薄膜状の上部電極からなる振動子と、
　前記振動子を収容する保護カバーと、
　前記保護カバーの内面に取り付けられて、前記保護カバーに収容される前記振動子の前
記上部電極に接触しつつ、前記振動子を前記上部電極側から前記下部電極側に向かって付
勢する導電性の押さえ材と、
　前記下部電極の上面に接続されている第１の信号線、及び、前記押さえ材に接続されて
いる第２の信号線と、
　を有することを特徴とする超音波センサ。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記下部電極は金属フィルムであり、前記保護カバーは薄板を曲げ加工して形成されて
いることを特徴とする超音波センサ。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記圧電素子は、ニオブ酸リチウムからなり、前記下部電極の上面の一部に、ニオブ酸
リチウムを含むセラミック溶液を塗布した後に焼成して形成されていることを特徴とする
超音波センサ。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３の何れか一項において、
　前記保護カバーと前記押さえ材との間を絶縁する絶縁部材を備えていることを特徴とす
る超音波センサ。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４の何れか一項において、
　前記押さえ材と前記上部電極との間に、導電性と可撓性及び弾性を有する導通緩衝材を
配置したことを特徴とする超音波センサ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波センサに関し、高温に耐えることができ、且つ、フレキシブルで薄膜状
にすることができるように工夫したものである。
【背景技術】
【０００２】
　各種のプラントでは、多数の配管や容器等が備えられている。このような配管や容器等
（以下「配管等」と称する）に、高温（例えば６０℃～６００℃）の流体が流通し、また
は貯留される場合には、経年劣化により、配管等に減肉や亀裂が発生することがある。か
かる減肉や亀裂は、内部流体の流れに変化が起こる、湾曲管やエルボ管等の曲面部や、配
管等の狭隘部等で発生しやすい。
【０００３】
　そこで、超音波探傷検査をする超音波センサを用いて、高温状態になる配管等の検査を
、プラントの運転期間中に常時監視（モニタリング）しておけば、減肉や亀裂の進展状況
を経時的に把握することができ、減肉等の進展予測を精緻に行うことができる。このよう
に、減肉等の進展予測を精緻化することができれば、定期検査時における肉厚測定作業を
削減することができると共に、プラントの信頼性が向上し、メンテナンスの合理化を図る
ことができる。
【０００４】
　従来技術に係る高温用の超音波センサとしては、圧電体ニオブ酸リチウム（LiNbO3）の
単結晶を用いたものが知られている（例えば特許文献１参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４８５０１１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで従来技術に係る高温用の超音波センサでは、金属製の固いケース内に、圧電体
ニオブ酸リチウム（LiNbO3）からなる高温用圧電素子や、樹脂製のバッキング材（吸音材
）などを納めて構成している。なおバッキング材は、圧電素子の振動をできるだけ早く制
動し、振動波数を少なくするために配置される。
　このように従来技術に係る高温用の超音波センサは、金属製のケースに高温用圧電素子
等を収容した構造であるため、高さが高く嵩が大きいものである。
【０００７】
　一方、高温の流体を流通等させる配管等は、配管等の外周面を保温材で覆っている。こ
のため、高さが高く嵩が大きい従来技術に係る高温用の超音波センサを常時監視用のセン
サとして、配管等の外周面に接触して常設し、更に、超音波センサ及び配管等を保温材で
覆うようにすることは、現実的には難しいことであった。
　特に狭隘部や曲面部では、センサを取り付けることができる設置スペースが狭いため、
従来の超音波センサを取り付けることは困難であった。
　なお、検査対象面が曲面である場合には、超音波センサが検査対象面の曲面に倣うこと
ができず、測定結果に誤差が生じる恐れもあった。
【０００８】
　また、高さが高く嵩が大きい従来技術に係る高温用の超音波センサを、配管等の外周面
に接触して取り付け、更に、超音波センサ及び配管等を保温材で覆うことができた場合で
あっても、センサ配置部分が大きく外周側に突出するため、多数の超音波センサを狭隘部
等に集中して取り付けようとしても、センサ同士が干渉・衝突してしまい、多数の超音波
センサの集中的な取り付けは難しいものであった。
【０００９】
　更に、圧電素子である圧電体ニオブ酸リチウム（LiNbO3）は高温に耐えることはできる
が、樹脂製のバッキング材の耐熱特性限界は４００℃であるため、超音波センサ全体とし
ての耐熱性も４００℃程度に制限されていた。
【００１０】
　本発明は、上記従来技術に鑑み、高温（例えば６００℃）に耐えることができ、且つ、
フレキシブルで薄膜状の超音波センサを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決する本発明の構成は、
　下部電極と、この下部電極の上面の一部に形成した薄膜状の圧電素子と、この圧電素子
の上面に形成した薄膜状の上部電極からなる振動子と、
　前記振動子を収容する保護カバーと、
　前記保護カバーの内面に取り付けられて、前記保護カバーに収容される前記振動子の前
記上部電極に接触しつつ、前記振動子を前記上部電極側から前記下部電極側に向かって付
勢する導電性の押さえ材と、
　前記下部電極の上面に接続されている第１の信号線、及び、前記押さえ材に接続されて
いる第２の信号線とを有することを特徴とする。
　この場合、前記下部電極は金属フィルムであり、前記保護カバーは薄板を曲げ加工して
形成されていることを特徴とすることもできる。
【００１２】
　また本発明の構成は、
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　前記圧電素子は、ニオブ酸リチウムからなり、前記下部電極の上面の一部に、ニオブ酸
リチウムを含むセラミック溶液を塗布した後に焼成して形成されていることを特徴とする
。
【００１３】
　また本発明の構成は、
　前記保護カバーと前記押さえ材との間を絶縁する絶縁部材を備えていることを特徴とす
る。
【００１４】
　また本発明の構成は、
　前記押さえ材と前記上部電極との間に、導電性と可撓性及び弾性を有する導通緩衝材を
配置したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、超音波センサの振動子を、金属フィルムからなる下部電極と、下部電
極の上面の一部に形成した薄膜状の圧電素子と、圧電素子の上面に形成した薄膜状の上部
電極により構成したため、超音波センサは高温に耐え、しかもフレキシブルなものとなる
。
　したがって、本発明の超音波センサは、湾曲した検査対象物に容易に取り付けることが
できると共に、高温の検査対象物のモニタリング検査に使用することができる。
【００１６】
　また信号線を、下部電極のうち圧電素子が形成されていない部分と、押さえ材に接続し
たため、信号線接続の際に圧電素子を損傷することがなくなり、信頼性の高い超音波セン
サを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例１に係る超音波センサを示す断面図。
【図２】本発明の実施例１に係る超音波センサを示す断面図。
【図３】本発明の実施例１に係る超音波センサを示す断面図。
【図４】本発明の実施例２に係る超音波センサを示す断面図。
【図５】本発明の実施例２に係る超音波センサを示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る超音波センサを、実施例に基づき詳細に説明する。
　なお、各実施例で示す超音波センサは、薄膜状でありその厚さは極めて薄く、例えば０
．１ｍｍ程度のものであるが、各構成部材を認識できるように、各図では超音波センサの
厚さを拡大して示している。
【実施例】
【００１９】
〔実施例１〕
　図１は本発明の実施例１に係る高温用の超音波センサ１の構成を示す断面図である。同
図に示すように、超音波センサ１の振動子１０は、下部電極１１と圧電素子１２と上部電
極１３により形成されている。
【００２０】
　下部電極１１は厚さが２０μｍ程度の金属フィルムであり、具体的には、ＳＵＳ（Stai
nless Steel:ステンレス鋼）薄板、白金薄板、金薄板、またはインコネル薄板などである
。
　この下部電極１１の表面（上面）の一部に、ニオブ酸リチウム（LiNbO3）を含むセラミ
ックス溶液を塗布した後に焼成することにより、キュリー温度が高いニオブ酸リチウム（
LiNbO3）からなる薄膜状の圧電素子１２が形成される。このため、下部電極１１は、上部
電極１１よりも面積が広くなっている。なお、圧電素子１２の厚さは、８０μｍ程度であ
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る。
【００２１】
　上部電極１３は厚さが２０μｍ程度の薄膜状の電極であり、金、銀、または白金により
形成されている。この上部電極１３は、圧電素子１２の表面（上面）に、金等の金属ペー
ストを塗布した後に焼成することにより、または、金等を蒸着することにより、または、
金等をめっきすることにより形成されている。あるいは、上部電極１３の表面（上面）に
、金等の金属ウールを圧着することにより形成されている。
【００２２】
　下部電極１１と圧電素子１２と上部電極１３により形成されている振動子１０は、薄膜
状になっているため、振動子１０の全体が可撓性及び弾性を有している。
　また、振動子１０は、高温（例えば６００℃）にも耐え得る耐熱性を有している。
【００２３】
　一対の信号線２１，２２のうち信号線２１は、下部電極１１の表面（上面）のうち圧電
素子１２が形成されていない部分に、スポット溶接により取り付けられている。これによ
り、信号線２１は振動子１０の下部電極１１に電気的に接続されている。
　なお信号線２１，２２は後述する保護カバー３１を貫通している。保護カバー３１の貫
通孔には、信号線２１，２２を通すグロメット２３，２４が備えられている。グロメット
２３，２４は高温（例えば６００℃）にも耐え得る耐熱性を有している。
【００２４】
　保護カバー３０は、ＳＵＳ（Stainless Steel:ステンレス鋼）などの金属製の薄板（厚
さは例えば０．１ｍｍ）を、曲げ加工して形成されており、カバー全体として可撓性及び
弾性を有している。この保護カバー３０は、その内部空間３０ａ内に振動子１０を収容す
る状態で配置される。
【００２５】
　保護カバー３０の内面（内部空間３０ａ側の面）のうち、振動子１０に対向する面（天
井面）には、絶縁シート３１が取り付けられている。この絶縁シート３１は、セラミック
シートまたはマイカ箔等により構成されており、可撓性及び弾性を有している。
【００２６】
　インコネル等の導電材（金属）で形成した押さえ材３２は、絶縁シート３１に取り付け
られている。つまり、押さえ材３２は、絶縁シート３１により絶縁されて、保護カバー３
０の内面（天井面）に取り付けられている。
　押さえ材３２は、導電性を有すると共に、板ばねとしての機能を果たすよう可撓性及び
弾性を有している。
【００２７】
　なお、検査対象物である配管等１００の表面に配置した振動子１０を保護カバー３０で
覆いつつ、この保護カバー３０を配管等１００に取り付けたときに、押さえ材３２が振動
子１０の上部電極１３に接触しつつ、振動子１０を配管等１００側に向かって（上部電極
１３側から下部電極１１側に向かって）付勢することができるように、保護カバー３０の
高さを予め設定している。
【００２８】
　保護カバー３０、絶縁シート３１及び押さえ材３２は、全体として可撓性及び弾性を有
している。また、保護カバー３０、絶縁シート３１及び押さえ材３２は、高温（例えば６
００℃）にも耐え得る耐熱性を有している。
【００２９】
　一対の信号線２１，２２のうち信号線２２は、押さえ材３２にスポット溶接されている
。このため、配管等１００の表面に配置した振動子１０を保護カバー３０で覆ったときに
は、信号線２２は、押さえ材３２を介して、振動子１０の上部電極１３に電気的に接続さ
れる。
【００３０】
　ここで信号線２２を、スポット溶接を用いて押さえ材３２に接続した理由を説明する。
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　実施例の超音波センサ１は、３００℃以上の高温（例えば６００℃）であっても使用で
きることを目的としているため、かかる高温状態では溶けてしまう「はんだ付け」ではな
く、高温に耐え得るスポット溶接を採用した。
　また、仮に信号線２２を振動子１０の上部電極１３に直接スポット溶接したとすると、
圧電素子１２を構成している圧電膜が溶接熱により破損してしまう。
　このような事情を考慮して、信号線２２を押さえ材３２にスポット溶接している。
【００３１】
　なお、前述した信号線２１は、下部電極１１の表面（上面）のうち圧電素子１２が形成
されていない部分にスポット溶接されているため、スポット溶接部が高温に耐え得ると共
に、スポット溶接の際の熱により圧電素子１２が破損してしまうことはない。
【００３２】
　上記構成となっている超音波センサ１を、検査対象物である配管等１００に取り付けて
常時監視（モニタリング）する手順を説明する。
【００３３】
　まず配管等１００の表面にカプラント（接触媒質）４０を塗布する。カプラント４０と
しては、高温（例えば６００℃）に耐え得る、金属ペースト（銀ペーストや金ペースト等
）や低融点金属（鉛、スズ、亜鉛等）を用いる。
　そして、振動子１０の下部電極１１の下面を、カプラント４０を介して、配管等１００
の表面に密着する。
【００３４】
　配管等１００の表面に密着させた振動子１０を、保護カバー３０で覆いつつ、この保護
カバー３０を配管等１００にスポット溶接や銀ペースト接着等を用いて取り付ける。そう
すると、押さえ材３２が、振動子１０の上部電極１３に接触しつつ、振動子１０を配管等
１００側に向かって（上部電極１３側から下部電極１１側に向かって）付勢することがで
きる。
【００３５】
　この状態で、信号線２１，２２の先端（スポット溶接されている端部とは反対の端部）
を、配管等１００から離れている検査機器の場所にまで引き出す。
　そして、配管等１００の外周面と超音波センサ１を、図示しない保温材で覆う。このと
き、超音波センサ１は極めて薄いため、保温材で簡単に覆うことができ、また狭い設置ス
ペースであっても取り付けることができる。
　かくして、超音波探傷検査をする超音波センサ１を配管等１００に常設して、６００℃
程度の高温環境下でも、常時監視（モニタリング）することができる。
【００３６】
　このとき、超音波センサ１は全体が可撓性及び弾性を有しているため、配管等１００の
表面が湾曲していても、湾曲した表面に超音波センサ１を押し付けつつ取り付けていくこ
とにより、この湾曲に応じて超音波センサ１全体が湾曲する。
　例えば、図２に示すように配管等１００の表面が上に凸となる形状になっていても、図
３に示すように配管等１００の表面が下に凸となる形状になっていても、配管等１００の
表面形状に応じて超音波センサ１が湾曲して対応することができる。
　なお、超音波センサ１が湾曲しても、板ばねとしての機能を持つ押さえ材３２が、振動
子１０の上部金属１３の表面を押し付けているので、押さえ材３２と上部金属１３との電
気的接続を確保することができる。
【００３７】
　なお、この超音波センサ１では、保護カバー３０により信号線２１，２２のスポット溶
接部等を覆っているため、引張力などの外力が加わっても、溶接部等を保護することがで
きる。
　また、押さえ材３２は、一つの部材でありながら、板ばねとしての機能と導電体として
の機能という２つの機能を併せ持っているため、構成を簡略化でき、超音波センサ１の薄
型化や簡易化に寄与している。
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【００３８】
　なお前述した超音波センサ１では、上部電極１３と押さえ材３２は、機械的に接合され
ていないが、上部電極１３と押さえ材３２を機械的に接合するようにしてもよい。
　例えば、圧電素子１２の表面（上面）に金等の金属ペーストを塗布したときに、押さえ
材３２を金属ペーストに接触させ、押さえ材３２を金属ペーストに接触させた状態で焼成
をすると、焼成により形成された上部電極１３と押さえ材３２とを機械的に接合すること
ができる。
【００３９】
　更に、保護カバー３０を耐熱性の絶縁材で形成した場合には、絶縁シート３１は不要に
なり、押さえ材３２を保護カバー３０に直接、取り付けることができる。
【００４０】
〔実施例２〕
　次に本発明の実施例２に係る超音波センサ１ａを、図４及び図５を参照して説明する。
　この超音波センサ１ａでは、押さえ材３２と上部電極１３との間に、導通緩衝材５０を
配置している。
　導通緩衝材５０は、金属ペーストを塗布したり、金属箔（軟金属）を介装したり、また
は金属ウールを介装したりしたものである。導通緩衝材５０は、導電性を有することは勿
論、可撓性と弾性を有するものである。
【００４１】
　なお他の部分の構成は、実施例１の超音波センサ１と同様な構成になっている。
【００４２】
　超音波センサ１ａでは、押さえ材３２と上部電極１３との間に導通緩衝材５０を配置し
ているため、押さえ材３２と上部電極１３との接触状態を改善することができる。具体的
には、導通緩衝材５０を介しての、押さえ材３２と上部電極１３との接触面積の増加や、
接触抵抗の減少を図ることができる。
　また、熱膨張率の差などにより、押さえ材３２による振動子１０への押さえ力が変動し
たり減少したりしても、押さえ力の変動等を補完して導通緩衝材５０が膨らむことにより
、導通緩衝材５０を介しての、押さえ材３２と上部電極１３との接触を確保することがで
きる。
【００４３】
　なお上記実施例１，２で示した超音波センサ１，１ａは、プラントの運転期間中におけ
る高温環境下で常時監視（モニタリング）する際に使用するのみならず、プラントや機器
を製造したときに溶接欠陥を常温（６０℃以下）で検出する際にも使用することができる
。
　常温で使用する場合には、押さえ材３２をＳＵＳ（Stainless Steel:ステンレス鋼）で
形成してもよい。
【符号の説明】
【００４４】
　１，１ａ　超音波センサ
　１０　振動子
　１１　下部電極
　１２　圧電素子
　１３　上部電極
　２１，２２　信号線
　３０　保護カバー
　３０ａ　内部空間
　３１　絶縁シート
　３２　押さえ材
　４０　カプラント
　５０　導通緩衝材
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　１００　配管等（検査対象物）
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